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会         議        記         録 

会 議 の 名 称 環境厚生常任委員会 
会議場所 第 1 委員会室 

担当職員 山末 

日 時 平成３１年３月１９日（火曜日） 
開 議   午前  １１ 時 ０５ 分 

閉 議   午前  １１ 時 １０ 分 

出席委員 ◎冨谷 ○並河 長澤 大塚 小松 平本 西口 （欠席：三宅） 

理事者 

出席者 
 

事務局 山末主事 

傍聴者 市民 ０名 報道関係者 ０名 議員０名 

 
 

会  議  の  概  要 
 
１ 海洋プラスチック問題への積極的な姿勢を求める意見書（案）について 

 

＜冨谷委員長＞ 

 前回の委員会で確認いただいた意見書について、議会運営委員会において発議者が

決定されることとなるが、申合せでは「委員長発議による意見書案等の議案は、委

員会で全会一致の場合のみ委員長名で発議するのが例である。」とされている。こ

れらを踏まえ、当委員会としてどのように取扱う意向とするのか協議したい。 

＜西口委員＞ 

 議決を行う際の発議者ということか。 

＜事務局主事＞ 

 議案を提案する際の発議者である。委員長名で発議した場合でも各会派の幹事長名

で発議した場合でも議長名で意見書を提出することに変わりはない。 

＜西口委員＞ 

 議員全員の意思を強調するという意味で、幹事長名で発議してもらいたいと考えて

いる。 

＜冨谷委員長＞ 

 各委員の合意が得られるのであれば各会派の幹事長名で発議することを当委員会

の意思とする。 

＜西口委員＞ 

 委員長名と幹事長名ではどちらの方が重みがあるのか。 

＜事務局主事＞ 

 どちらにせよ最終的には議長名で提出することになるため変わりはないと考える。 

＜小松委員＞ 

 対外的には変わりないが、議員全員がそれに賛同していくという意味では幹事長名

でよいと思う。 

＜平本委員＞ 

 委員長名でなく幹事長名でよいと思う。 

＜並河副委員長＞ 

 当委員会で検討したので委員長名で発議するのが通常だと思うが、幹事長名でもよ

いと思う。 
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＜冨谷委員長＞ 

 それでは、幹事長名で発議いただくよう申し添える。 

 

散会 ～１１：１０ 

 


